
30年度　公文書開示状況（5月決定分）　主税局 様式２－１
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1 H30.4.19 H30.5.1
「東京都台東都税事務所外１所（２９）照明設備改修工事（そ
の２）」内訳設計書一式

18 1
主税局総務
部経理課

2 H30.4.27 H30.5.8
東京都内の固定資産税路線価図のshapeデータのうち、最新の
もの。ただし、shapeデータが不存在の場合は他の形式の電磁
的記録も対象とする。

1 1
主税局資産
税部固定資
産評価課

3 H30.5.1 H30.5.14
職員提案制度で充電式乾電池の使用が採用されないことの理由
を示す文書（職員提案評価一覧表、審査結果表の充電式乾電池
の提案部分に限る。）

3 1
主税局総務
部総務課

4 H30.5.7 H30.5.21

千代田都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設
立・設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31
日までの間に、千代田都税事務所にて処理したものに係る下記
の事項のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

45 1

主税局千代
田都税事務
所法人事業
税課

5 H30.5.7 H30.5.21

中央都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・
設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日ま
での間に、中央都税事務所にて処理したものに係る下記の事項
のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

62 1

主税局中央
都税事務所
法人事業税
課

6 H30.5.7 H30.5.21

港都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・設
置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日まで
の間に、港都税事務所にて処理したものに係る下記の事項のリ
スト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

80 1
主税局港都
税事務所法
人事業税課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

7 H30.5.7 H30.5.21

新宿都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・
設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日ま
での間に、新宿都税事務所にて処理したものに係る下記の事項
のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

55 1

主税局新宿
都税事務所
法人事業税
課

8 H30.5.7 H30.5.21

台東都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・
設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日ま
での間に、台東都税事務所にて処理したものに係る下記の事項
のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

27 1
主税局台東
都税事務所
事業税課

9 H30.5.7 H30.5.21

品川都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・
設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日ま
での間に、品川都税事務所にて処理したものに係る下記の事項
のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

31 1
主税局品川
都税事務所
事業税課

10 H30.5.7 H30.5.21

渋谷都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・
設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日ま
での間に、渋谷都税事務所にて処理したものに係る下記の事項
のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

78 1
主税局渋谷
都税事務所
事業税課

11 H30.5.7 H30.5.21

豊島都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・
設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日ま
での間に、豊島都税事務所にて処理したものに係る下記の事項
のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

35 1
主税局豊島
都税事務所
事業税課

12 H30.5.7 H30.5.21

荒川都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・
設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日ま
での間に、荒川都税事務所にて処理したものに係る下記の事項
のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

20 1
主税局荒川
都税事務所
事業税課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

13 H30.5.7 H30.5.21

八王子都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設
立・設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31
日までの間に、八王子都税事務所にて処理したものに係る下記
の事項のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

16 1
主税局八王
子都税事務
所事業税課

14 H30.5.7 H30.5.21

立川都税事務所に登記した法人の設立を届け出た「法人設立・
設置届出書」のうち、平成30年1月1日から平成30年3月31日ま
での間に、立川都税事務所にて処理したものに係る下記の事項
のリスト
①設立年月日　②法人名　③主たる所在地　④代表者名　⑤資
本金の額　⑥決算期　⑦業種

31 1
主税局立川
都税事務所
事業税課

15 H30.5.14 H30.5.25

（１）○○飲酒検知器○○型使用説明書（○○株式会社作成の
もの）
（２）取扱説明書　○○呼気中アルコール測定器　○○株式会
社作成のもの

1 主税局において当該機器を保有しておらず、請求に係る公文書を保有していないため。
主税局総務
部総務課

16 H30.5.14 H30.5.25

（１）○○呼気中アルコール測定器　○○　取扱説明書（○○
株式会社作成）
（２）平成29年度　アルコール測定器点検成績表（○○株式会
社作成）

1 主税局において当該機器を保有しておらず、請求に係る公文書を保有していないため。
主税局総務
部総務課

17 H30.5.14 H30.5.25

「東京都港都税事務所外13所（28）防犯カメラ設置工事」
「東京都千代田都税事務所外12所（29）防犯カメラ設置工事」
入札時の設計図面、特記仕様書、工事内訳書、工事別内訳、種
目別内訳、科目別内訳、細目別内訳

83 1
主税局総務
部経理課

18 H30.5.16 H30.5.29
都庁舎内での担架の増加について安全衛生委員会で検討されて
いた場合の議事録

1 当該公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
主税局総務
部総務課

19 H30.5.22 H30.5.30

平成30年度固定資産税路線価の標準宅地に係る鑑定書（
標準宅地番号01-048、04-142、04-147、04-374、04-375）
平成30年度固定資産税路線価の標準宅地に係る地価公示地補正
率算定一覧表（標準宅地番号01-053）
平成30年度固定資産税路線価の標準宅地に係る基準地時点修正
率兼補正率算定一覧表（標準宅地番号04-141）

22 1 1 1 1 1

（１）不動産鑑定士の印影
偽造された場合に、当該不動産鑑定士の財産などを脅かすおそれがあると認められるため。（第7条第4号）
（２）鑑定評価額の決定の理由の「地籍及び取引時点」の各記載事項
・公にすることで、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるため。（第7条第2
号）
・公にすることで、当該法人等の事務運営上の地位が損なわれると認められるため（第7条第3号）
・公にすることで、具体的な地点が特定され、所有者に不利益が生じるおそれがある。これによって、都民
の税務行政に対する信頼を損ない事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。（第7条第6号）

主税局港都
税事務所固
定資産評価
課
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20 H30.5.24 H30.5.30 平成30基準年度鑑定評価書（標準宅地番号03-011） 4 1 1 1 1 1

（１）不動産鑑定士の印影
偽造された場合に、当該不動産鑑定士の財産などを脅かすおそれがあると認められるため。（第7条第4号）
（２）鑑定評価額の決定の理由の「地籍及び取引時点」の各記載事項
・公にすることで、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるため。（第7条第2
号）
・公にすることで、当該法人等の事務運営上の地位が損なわれると認められるため（第7条第3号）
・公にすることで、具体的な地点が特定され、所有者に不利益が生じるおそれがある。これによって、都民
の税務行政に対する信頼を損ない事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。（第7条第6号）

主税局新宿
都税事務所
固定資産評
価課

表の見方 

＜決定区分＞ 

 ・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。 

＜（根拠規定）条例7条＞ 

 ・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。 

＜公文書の件名＞について 

 ・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。 

 ・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。 

 


